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【居宅基準】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七

号） 

【基準解釈通知】指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11 年９月

17 日老企第 25 号）第３ 介護サービス 七 通所リハビリテーション、第４ 介護予防サービス ５ 介

護予防通所リハビリテーション 

【算定基準】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）７ 

通所リハビリテーション費、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚

生労働省告示第百二十七号）５ 介護予防通所リハビリテーション 

【算定基準留意事項】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年３月１日老企第 36 号）８ 通所リハビリテーション、

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平

成 18 年３月 17 日老計発第 0317001 号、老振発第 0317001 号、老老発第 0317001 号）６ 介護予

防通所リハビリテーション 
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＜１＞運営基準 

１）災害への地域と連携した対応の強化  

【居宅基準】第 103 条（非常災害対策） 

１ 指定通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

【基準解釈通知】 

⑺ 非常災害対策 

① 居宅基準第 103 条は、指定通所介護事業者（通所リハビリテーション事業者）は、非常災害に

際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施

等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制

の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周

知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に

協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体

的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消

防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事

業所（通所リハビリテーション事業所）にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理

者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業所（通所リハビリテーション事業所）

においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を

行わせるものとする。 

② 同条第２項は、指定通所介護事業者（通所リハビリテーション事業所）が前項に規定する避難、

救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとし

たものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実

施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係

者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 
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＜２＞介護報酬に係る加算等 

１）介護給付費算定に係る取扱い 

【算定基準留意事項】⑼ 指定通所リハビリテーションの提供について 

① 平成 27 年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が本体報酬に包括化さ

れた趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビリテーションを実施することが望ましい

こと。 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通

所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳

血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーシ

ョン料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリテー

ションへ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関

する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２―１をも

って、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療すると

ともに、別紙様式２－２―１に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの

提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式２－２―１をリハビリテーション

計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。なお、その場

合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の診療に基

づいて、次回のリハビリテーション計画を作成する。 

③ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当

該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーシ

ョンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リ

ハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等

のうちいずれか 1 以上の指示を行う。 

④ ③における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初

回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね

２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定通所リハビリテー

ションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテ

ーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併

用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。 

⑦ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事

業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、

指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当該利用者の居宅を

訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である。 
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⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門

員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、

リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)（令和 3 年 3 月 23 日） 

（問 22） 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビ

リテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養

管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別紙様式２－２－１

を用いることとされている。別紙様式２－２－１は BarthelIndex が用いられているが、情報提

供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM（Functional 

Independence Measure）を用いて評価してもよいか。 

【答】 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては別紙様

式２－２－１を用いる必要があるが、Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変

更を認める。なお、様式の変更に当たっては、本件のように情報提供をする医師と情報提供を受

ける医師との間で事前の合意があることが必要である。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 50 の修

正。 

 

（問 23） 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハ

ビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 

0316 第２号）の別紙様式２－２－１をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーショ

ン事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２－

１に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判

断した場合には、例外として、別紙様式２－２－１をリハビリテーション計画書と見なしてリハ

ビリテーションの算定を開始してもよいとされている。 

１） 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険

のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。ま

た、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式２－２－１を記載して情報提供を行っ

た医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情

報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。 

２） 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を

受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所

リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の

病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビ

リテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提

供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式２－１による情報
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提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション

計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 

【答】 

１） よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。た

だし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。 

２） 差し支えない。 

〔参考〕居宅基準第 81 条第５項、基準解釈通知第３の四の３の（３）⑤から⑦までを参照のこと。 

※平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 51 の修正。 

 

 

２）感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 

【算定基準】 

注２ イからハまでについて、感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由

とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用

者数よりも 100 分の５以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテー

ション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月

の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相当する単位数を所定単位

数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の

特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限り、

引き続き加算することができる。 

※詳細は、令和 3 年 3 月 16 日付厚生労働省通知「通所介護等において感染症又は災害の発生を理

由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」参照 

 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755019.pdf 

  

 

 

サービス・事業所事業所規模別の報酬区分 適用できる加算・特例

通所リハビリテーション（通常規模型） ①３％加算

通所リハビリテーション（大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ）

①３％加算

　又は

②規模区分の特例　※

※ ①３％加算と②規模区分の特例のいずれにも適合する場合は、②規模区分の特例の適用を申請すること。

① ３％加算 ② 規模区分の特例

○ 利用延人員数の減が生じた月の利用延人員数が前年度の１月 当たりの

平均利用延人員数から５％以上減少している場合に算定

○ 利用延人員数の減が生じた月の利用延人員数が、より小さい事業

所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合に適用

例）前年度の１月当たりの平均利用延人員数が700人の場合

利用延人員数が665人以下となった場合、加算算定の申請が可能

通所介護（通常規模型）/要介護２/７時間以上８時間未満の場合

基本報酬：773単位

３％加算：773×0.03＝23単位 合計：796単位（＋23単位）

例）前年度の１月当たりの平均利用延人員数が950人（大規模型Ⅱ）の場合

利用延人員数が900人以下となった場合は大規模型Ⅰ、利用延人員数が750人

以下となった場合は通常規模型での報酬請求の申請が可能

通所介護（大規模型Ⅱ）/要介護２/７時間以上８時間未満の場合

基本報酬（大規模型Ⅱ） ：713単位

→基本報酬（大規模型Ⅰ）：740単位（＋27単位）

→基本報酬（通常規模型）：773単位（＋60単位）

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755019.pdf
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〇前年度の１月当たりの平均利用延人員数・月ごとの利用延人員数の算定方法 

通所リハビリテーションについては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年３月１日

老企第 36 号)第２の８(2)及び(8)を準用し算定すること。なお、前年度の実績が６月に満たない

事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む。）の取扱いも上記通知によるものとす

る。 

〇加算算定・延長・終了にあたっての届出時期 

・３％加算の算定にあたっては、利用延人員数の減が生じた月の翌月 15 日までに届出を行い、届出

の翌月から最大３か月間算定することが可能である。規模区分の特例にあたっては、利用延人員

数の減が生じた月の翌月 15 日に届出を行い、届出の翌月から算定することが可能。 

・加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が５％以上減少して

いる場合には、当該月の翌月 15 日までに、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時

間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を添えて、都道府県等に加算算定の延長の届

出を行い、当該延長の届出の翌月から３月間加算算定の延長を行うことが可能。 

・ただし、加算算定・延長の届出後、３％加算にあたっては、月の利用延人員数が算定基礎から５％

以上減少していなかった場合、規模区分の特例にあたっては、当該より小さい事業所規模別の報

酬区分の利用延人員数を超えた場合は、回復した月の翌月をもって算定終了。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）(令和 3 年 3 月 26 日) 

（問 21） 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、３％加算算

定の届出は年度内に１度しか行うことができないのか。例えば、令和３年４月に利用延人員数

が減少し、令和３年５月に３％加算算定の届出を行い、令和３年６月から３％加算を算定した

場合において、令和３年６月に利用延人員数が回復し、令和３年７月をもって３％加算の算定

を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和３年度中に再び利用延人員数が減少し

た場合でも、再度３％加算を算定することはできないのか。 

【答】 感染症や災害（３％加算の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした

ものに限る。）によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度３％加算を

算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度３％加算を算定することが可

能である。 

このほか、以下の令和 3 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａを参照 

（Vol.1）(令和 3 年 3 月 19 日)問１～問５、問７、問１０～問１４ 

 （Vol.3）（令和３年３月 16 日）問 22 
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３）入浴介助加算 

 

【算定基準】 

注７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準

による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、そ

の他の加算は算定しない。 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 40 単位 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 60 単位 

 

※厚生労働大臣の定める基準 二十四の四  

通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基準 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ イに掲げる基準に適合すること。 

⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この

号において「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び

浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はそ

の家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師

等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特

定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅

改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 

⑶ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、利用者の身

体の状況、訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を

作成すること。 

⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこ

と。 

 

【算定基準留意事項】(10)入浴介助加算について 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるもので

ある（大臣基準告示 24 の４）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援

助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、利用者自身の力で

入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果と

して、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであるこ
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と。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、

部分浴（シャワー浴）や清拭である場合は、これを含むものとする。 

② 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情によ

り、入浴を実施しなかった場合については、算定できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替

えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行う

ことが想定される訪問介護員等（以下、「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴がで

きるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴

介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介

助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行う

ことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者の動作

及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含む。）が利用者の居宅を訪問

し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪

問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身

で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通

所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評

価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用

し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者

の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難し

いと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業

所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利

用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴

室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連

携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を

踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテ

ーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることが

できるものとする。 

 ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。

なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要す

る福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。ま

た、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・

訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に

努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存
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の研修等を参考にすること。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.8)(令和 3 年 4 月 26 日) 

（問１）入浴介助加算は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行

うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような

場所が想定されるのか。 

【答】利用者の自宅（高齢者住宅居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場

合も含む。）を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお自宅に浴室がない等、具

体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大

幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすことにより、当面の目標

として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差

し支えない。 

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援

専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能

訓練指導員を含む。）が利用者の動作を評価する。 

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴に関する

福祉用具等）を備える。 

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の

下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画

を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、そ

の記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるよ

うになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。 

 

（問２） 入浴介助加算について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員

等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導

員を含む。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する

こととなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。 

【答】地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター２級以上の者等が想定

される。 

なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。 

 

（問３） 入浴介助加算については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利

用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行

う必要があるのか。 

【答】当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴
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計画の見直を行うこととする。 

 

（問４）入浴介助加算では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い

環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介

助を想定しているのか。 

【答】利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の

身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援

助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。 なお、

入浴介助加算 の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、

利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技

術の習得に努めるものとする。 

＜参考：利用者の状態に応じた身体介助の例＞ 

以下 はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。 

○ 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合 

  

 

（問５） 入浴介助加算については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（手すりなど入

浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの）にて、入浴介助

を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者

の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。 

【答】例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手す

利用者の動作 介助者の動作

シャワーチェア（座面の高さが浴槽の高さ

と同等のもの）、浴槽用手すり、浴槽内いす

を準備する。

シャワーチェアに座る。

シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁

に腰掛ける。

介助者は、利用者の足や手の動作の声かけ

をする。必要に応じて、利用者の上半身や

下肢を支える。

足を浴槽に入れる。 

介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ

浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に

応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽

に足をいれるための持ち上げ動作を支え

る。

ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛け

て、湯船につかる。

声かけをし、必要に応じて、利用者の上半

身を支える。

浴槽用手すりにつかまって立つ。 必要に応じて、利用者の上半身を支える。

浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつか

み、足を浴槽から出す。

必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の

上半身を支えたり、浴槽に足を入れるため

の持ち上げ動作を支える。

浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェア

に腰掛ける。

必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支

える。

シャワーチェアから立ち上がる。
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り、浴槽内台、すのこ等を設置することにより利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現さ

れていれば、差し支えない。 

 

（問６）同一事業所において、入浴介助加算を算定する者と入浴介助加算を算定する者が混在し

ても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービ

ス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに

要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点につい

て」（平成 12 年３月８日老企第 41 号）に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居

宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）」等はどのように記載させればよいか。 

【答】前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。 

（「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算（Ⅰ）を算定することは可能である。） 

 

 

４） リハビリテーションマネジメント加算  

※令和３年３月 16 日厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理

の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」参照 

 

【算定基準】 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所

リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共

同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加

算として、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

 

加算（A）イ 同意を得た日の属する日から  

（Ⅰ）6 月以内 560 単位／月 （Ⅱ）6 月超 240 単位／月 

 加算（A）ロ 同意を得た日の属する日から 

（Ⅰ）6 月以内 593 単位／月 （Ⅱ）6 月超 273 単位／月 

 加算（B）イ 同意を得た日の属する日から 

（Ⅰ）6 月以内 830 単位／月 （Ⅱ）6 月超 510 単位／月 

 加算（B）ロ 同意を得た日の属する日から 

（Ⅰ）6 月以内 863 単位／月 （Ⅱ）6 月超 543 単位／月  
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※厚生労働大臣が定める基準 二十五 

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当 

該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ 

ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビ 

リテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうち 

いずれか１以上の指示を行うこと。 

⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 

が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。 

⑶ リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況 

等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 

⑷ 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第 115 条第 1 項に規定する通所リハ 

ビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療 

法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明し 

た内容等について医師へ報告すること。 

⑸ 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算し 

て６月以内の場合にあっては１月に１回以上、６月を超えた場合にあっては３月に１回以上、リハ 

ビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直し 

ていること。 

⑹ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門 

員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必 

要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

⑺ 次のいずれかに適合すること。 

①指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス 

計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指 

定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関

する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

② 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リ 

ハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門 

的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ 

テーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために 
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必要な情報を活用していること。 

 

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又は 

その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

⑶ (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

 

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ 

テーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために 

必要な情報を活用していること。 

 

【算定基準留意事項】 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として 

実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を 

踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリ 

テーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤ 

ＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するも 

のである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機 

能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや 

地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチ 

するリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。 

③ 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行っ 

た場合に加算するものであることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計 

画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが 

行われるものである。したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリ 

テーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意す 

ること。 

④ 注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注８ロに規定するリハビリテ 

ーションマネジメント加算(Ａ)ロ⑴、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ) 

イ⑴又は注８ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑴を取得後は、注８イに規 

定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８ロに規定するリハビリテーションマネ 

ジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ 
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ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するものであることに留意する 

こと。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等に 

より引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直して 

いく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジ 

メント加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定できるものであること。 

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報 

通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当 

該会議の議事に支障のないよう留意すること。 

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所 

リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防 

通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定 

開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係 

る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよいこと 

とする。 

⑦ 大臣基準第 25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用 

いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ 

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照さ 

れたい。 サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、 

ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の 

健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(令和 3 年 3 月 23 日) 

（問１）リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、「リハビリテー

ション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、

当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 

【答】 

・利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む

等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。 ただし、利用

者に対する同意については、書面等で直接行うこと。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 84 の修正。 

 

（問２）リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利

用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 

【答】訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適

時適切に実施すること。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 85 の修正。 
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（問３） リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)における理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 

【答】訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の

人員基準の算定に含めない。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 86 の修正。 

 

（問４） 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ又はロ若しく

は(Ｂ)イ又はロを取得するということは可能か。 

【答】利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)

イ又はロ若しくは(Ｂ)イ又はロを取得することは可能である。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 87 の修正。 

 

（問５） サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーシ

ョンの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を

取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要が

あるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 

【答】居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの

利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーショ

ン計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えな

い。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問７の修正。 

 

（問６） 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画

書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援

加算等を算定することができないのか。 

【答】様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所

で活用されているもので差し支えない。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問８の修正。 

 

（問７） リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件にあるリハビリテーショ

ン会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 

【答】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の取得に当たっては、算定要件となって

いるリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。 なお、リハビリテーション会議は

開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報

共有すること。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 10 の修正。 
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（問８） リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件にある「医師が利用者またはその

家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画

を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 

【答】リハビリテーション計画を作成した医師である。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 11 の修正 

 

（問９） リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)

については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択

することは可能か。 

【答】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)に

ついては、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは可能

である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーションの質の

向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を

行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)が算定できる通所リハビリ

テーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)を、リハ

ビリテーションマネジメント加算(Ａ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合

は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)を、それぞれ取得することが望ましい。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 12 の修正。 

 

（問 10）リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)については、当該加算を取得するに

当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得する

こととされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明

と同意のみを得れば取得できるのか。 

【答】取得できる。リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)は、「通所リハビリテーシ

ョン計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得すること

としているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開

始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。 なお、訪問リハビリテーション

においても同様に取り扱う。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成 27 年６月１日）問１の修正。 

 

（問 11） 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している

場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハ

ビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。 

【答】事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理

学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが

考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、１つの事業所が

リハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていない



[１９] 

 

ため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。 

 この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)であれば、リハビリテーション会

議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所

リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を

各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)の算定は可能である。 

 リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)についても同様に取り扱う。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（平成 27 年７月 31 日）問１の修正。 

 

（問 13） リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件では、医師がリハビリテーショ

ン計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。リハビリテーション会

議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リ

ハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説

明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件を満たすか。 

【答】リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家

族へ説明する場合に限り満たす。 

※平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 53 の修正。 

 

（問 14）リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参

加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等

の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリ

テーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 

【答】含まれない。テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑

にする観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。 

※平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 54 の修正。 

 

（問 15）令和３年３月以前にリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）を算定している場合、

令和３年４月からリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ又は(Ｂ)ロの算定の開始が可能

か。 

【答】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ及び(Ｂ)ロについては、令和３年４月以降に、

リハビリテーション計画書を見直した上で「科学的介護情報システム（Long-termcare 

Information systemFor Evidence）」（「ＬＩＦＥ」）へ情報の提出を行い、リハビリテーションマ

ネジメント加算(Ａ)ロ又は(Ｂ)ロの要件を満たした月から算定が可能である。 

 

（問 16） 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加

算(Ａ)及び（B）（令和３年以前ではリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）以上）を算定し

ていない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定を新たに開始

することは可能か。 

【答】初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得
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ている場合は可能。なお、利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えてリハビリテーシ

ョンマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメ

ント加算(Ａ)イ（Ⅱ）若しくはロ（Ⅱ）又は（B）イ（Ⅱ）若しくはロ（Ⅱ）を取得することとな

る。 

 

（問 31） リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又はリハビリテーションマネジメント加算

(Ｂ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、

OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等）が直接リハビリテーションを行って

も良いか。 

【答】通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協

働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての（医行為に該当する）リハビリテーシ

ョンの実施は、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 16 の修正。 

 

（問 32）リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）を取得しなくなった

場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)を再

度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）

から取得することができるのか。 

【答】リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）を取得しなくなった場合

において、利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えてリハビリテーションマネジメン

ト加算(Ａ)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅱ）

又はロ（Ⅱ）を取得することとなる。ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増

悪等により、当該会議を月に１回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直して

いく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーション

マネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）を再度６月間取得することができる。その際には、

改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集（Survey）すること。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成 27 年６月１日）問３の修正。 

 

（問 33）リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）取得中で、取得開始

から６月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅱ）

又はロ（Ⅱ）に変更して取得することは可能か。例えば、月１回のリハビリテーション会議の開催

によりリハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）を取得し２月間が経過し

た時点で、月１回のリハビリテーション会議の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成

した医師が判断した場合、３月目から３月に１回のリハビリテーション会議の開催によるリハビ

リテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅱ）又はロ（Ⅱ）に変更して取得することはできないの

か。 

【答】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテーションの支援方
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針やその方法の共有、利用者又はその家族に対する生活の予後や通所リハビリテーション計画等

についての説明、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による居宅での生活の指導を行うことで、

心身機能、活動、参加にバランスよくアプローチするリハビリテーションを管理することを評価

するものである。リハビリテーションマネジメント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）については、

利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間（６月間）に渡ってリハビ

リテーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、リハビリテーションマネジ

メント加算（A）イ（Ⅰ）又はロ（Ⅰ）を６月間取得した後に、リハビリテーションマネジメント

加算（A）イ（Ⅱ）又はロ（Ⅱ）を取得すること。 

 リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)についても同様に取り扱う。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成 27 年６月１日）問４の修正。 

 

（問 34） 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問し

た場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。また、新規利用者について、介護予

防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハ

ビリテーションの算定基準を満たすのか。 

【答】いずれの場合においても、利用初日の１月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合

であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定

要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（平成 30 年５月 29 日）問８の修正。 

 

（問 35） 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)では、

リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する

月から起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上の開催が求められているが、「算定開始

の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る

報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよいこと

とする」とされている。 

上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、３月

に１回として差し支えないか。 

【答】差し支えない。 

≪参考≫介護報酬通知（平 12 老企 36 号）第２の８・⑾・⑥ 

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通

所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護

予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関におい

て、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーシ

ョンに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度

でよいこととする。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 30 年３月 28 日）問１の修正。 
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５） 短期集中個別リハビリテーション実施加算   110 単位/日 

※ 本加算の算定に当たっては、体制届の届出は必要ない。 

 

【算定基準】 

注９ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、そ 

の退院（所）日又は認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行 

った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、１日につき 110 単位を所定単位数 

に加算する。ただし、注１０（認知症短期集中リハビリテーション実施加算）又は注１１（生活行為 

向上リハビリテーション実施加算）を算定している場合は、算定しない。 

 

【算定基準留意事項】(12) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について 

① 短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じ 

て、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリ 

テーションを個別に実施するものであること。 

② 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して 

３月以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり 40 分以上実施するものでなければ 

ならない。 

③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっているこ 

とから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。 

 

６） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算  

【算定基準】 

注１０ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 

しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症 

であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると 

判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、 

イについてはその退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内の期間に、ロについてはその 

退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーションを集中 

的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、 

イについては１日につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 

定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注１１の加算（生活行為向上リハビリテー 

ション実施加算）を算定している場合においては、算定しない。 

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 240 単位 

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 1,920 単位 
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※厚生労働大臣が定める基準 二十七 

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

１週間に２日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) １月に４回以上リハビリテーションを実施すること。 

(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーシ

ョン計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 

(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若し

くは(B)イ又はロのいずれかを算定していること。 

 

【算定基準留意事項】⒀ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利

用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境

へ適応する等の能力をいう。以下同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善

するためのリハビリテーションを実施するものであること。 

②認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症

に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であ

って生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づ

き、１週間に２日を限度として、20 分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に算定で

きるものである。なお、当該リハビリテーションの提供時間が 20 分に満たない場合は、算定は

できないこととする。 

③認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症

に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であ

って生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づ

き、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションは、１月に８回以上実施す

ることが望ましいが、１月に４回以上実施した場合に算定できるものである。その際には、通所

リハビリテーション計画にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施するものであるこ

と。 

④認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画の作成に当

たっては、認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要

があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問するこ

と。 

⑤認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画に従ったリ

ハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用

的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達するこ

と。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできないこと

に留意すること。 
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⑥本加算の対象となる利用者は、MMSE（Mini Mental StateExamination）又は HDS―R（改定長 

谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点～25 点に相当する者とするものであるこ

と。 

⑦認知症短期集中リハビリテーション加算実施加算（Ⅱ）の算定に当たっては、リハビリテーショ

ンマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテ

ーションを実施するよう留意すること。 

⑧本加算は、認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）についてはその退院（所）日又は通所開

始日から起算して３月以内の期間に、認知症短期手中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）につい

てはその退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーシ

ョンを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去３月の間に本加算

を算定した場合には算定できないこととする。 

 

７） 生活行為向上リハビリテーション実施加算  

 開始月から起算して６月以内の期間に行われた場合：1,250 単位/月 

 

【算定基準】 

注 11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の

内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビ

リテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行

い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加

算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した

日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき 1,250 単位を所定単位数に加算す

る。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション

実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション

実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用

者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議（指定居宅サ

ービス基準第 80 条第５号に規定するリハビリテーション会議をいう。）により合意した場合を除

き、この加算は算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 二十八 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行

為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されているこ

と。 

ロ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻

度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リ
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ハビリテーションを提供すること。 

ハ 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの

提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標

の達成状況を報告すること。 

ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは

(B)イ又はロのいずれかを算定していること。 

ホ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上

実施すること。 

 

【算定基準留意事項】 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入

浴、調理、買物、趣味活動等の行為をいう。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション（以下「生活行為向上リ

ハビリテーション」という。）は、加齢や廃用症候群等により生活機能の１つである活動をするた

めの機能が低下した利用者に対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための

目標と当該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を生活行為向上

リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施するものであること。 

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画

の作成や、リハビリテーション会議における当該リハビリテーションの目標の達成状況の報告に

ついては、厚生労働大臣が定める基準第 28 号イによって配置された者が行うことが想定されて

いることに留意すること。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨について説明した

上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっているこ

とから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を

可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定すること。 

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族においても、生活行

為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実

践していくことが望ましいこと。また、リハビリテーション会議において、訓練の進捗状況やそ

の評価（当該評価の結果、訓練内容に変更が必要な場合は、その理由を含む。）等について、医師

が利用者、その家族、構成員に説明すること。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利

用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を

行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、

リハビリテーションを実施することはできないことに留意すること。 
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令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(令和 3 年 3 月 23 日) 

 

（問 29） 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実

施加算（Ⅰ）・（Ⅱ）を 3 ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目

標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーショ

ン実施加算に移行することができるのか。 

【答】可能である。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハ

ビリテーション実施加算（Ⅰ）・（Ⅱ）から生活行為向上リハビリてーション実施加算へ連続し

て移行する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算（Ⅰ）・（Ⅱ）を取得した月数を、６月より差し引いた月数のみ生活行為向上リハビ

リテーション実施加算を算定可能である。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 14 の修正。 

 

（問 37） 令和３年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位

数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和３年３月時点において同

加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和３年３月時点に

おいて同加算を算定し、同年４月以降も継続して算定している場合において、令和３年４月以

降に令和３年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。 

【答】請求可能。 経過措置が適用される場合も、同加算は併せて６月間まで算定可能なもので

あることに留意すること。なお、同加算に関係する減算は、令和３年度介護報酬改定前の単位

数において同加算を算定した月数と同月分の期間だけ実施されるものである。 

 

 

 
 

 

 

【改定前】 利用開始日

生活行為向上リハビリテーション減算

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上

リハビリテーション

基本報酬

12月６月３月

【R3改定後】利用開始日

　　②単位数を単一に

　　①減算の廃止

基本報酬

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上

リハビリテーション

12月６月３月
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８） 栄養アセスメント加算 50 単位／月 

 

注 13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハ

ビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセ

スメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下こ

の注において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき 50 単位を所定

単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて

いる間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員

その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその

結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報そ

の他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。 

  

【算定基準留意事項】 (16) 栄養アセスメント加算について 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメン

トの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超

えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又

は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステー

ション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あ

わせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 

嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の

課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を

行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセ

スメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が

必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 
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⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 サービスの質の向上を図る

ため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理

の内容の決定（Ｐｌａｎ）、当該決定に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃ

ｋ）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 提出された情報については、国

民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.10)(令和 3 年 6 月 9 日) 

（問 15） 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定

要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以

上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設

に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 

【答】入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤

の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設 （例 100 床以上の介護老

人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務すること

はできない 。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)(令和 3 年 3 月 26 日) 

【問１】 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事

業者はどのように判断するのか。 

【答】 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所

について、①サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関

連性や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、②介護支援専門員

が事業所間の調整を行い、決定することとし、原則として、当該事業所が継続的に栄養アセス

メントを実施すること。 

 

 

９）栄養改善加算    200 単位/回（月 2 回まで） 

※令和３年３月 16 日厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理

の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照。 

 

【算定基準】 

注 14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養

状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養

改善加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき 200 単位を所定単位
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数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、

低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につい

ては、引き続き算定することができる。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 二十九 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を一名以上配置していること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）が共同して、利用

者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄

養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

 

【算定基準留意事項】(17) 栄養改善加算について 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医

療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理

栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社

団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）

との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善

サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ BMI が１８．５未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成１８年６月９日老発０６０９００１厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリス

トの NO.１１の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者。 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかど

うか、適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）（14）（15） 

のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 
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・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（16）（17）のいずれかの

項目において「１」に該当する者などを含む） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）（19）（20）のいずれかの項

目において「１」に該当する者などを含む） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から（25）の項目において、２

項目以上「１」に該当する者などを含む） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮

しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関

する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事

項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サ

ービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護におい

ては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって

栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その

際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場

合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問

し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対

する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね３月ごとに体

重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門

員や主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定居宅サービス基準第 105 条において準用する第 19 条に規定するサービスの提供の記録

において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する

場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する

必要はないものとする。 

⑤ 概ね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理

栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものにつ

いては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)(令和 3 年 3 月 26 日) 

 

（問 15） 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定

要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以
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上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメン ト強化加算を算定せず、介護保険施

設に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、 当該施設の 管理栄養士が兼務できるのか。 

【答】入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤

の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例 100 床以上の介護老

人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務すること

はできない 。 

 

（問 33） それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれ

の事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

【答】御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識してい

るが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、１事業所における請

求回数に限度を設けていること、②２事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべ

きことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的

には想定されない。 

※ 平成 18 年 ４ 月改定関係 Ｑ＆Ａ Vol ４ （平成 18 年５月２日）問１の修正。 

 

１０）口腔・栄養スクリーニング加算  

※ 令和３年３月 16 日厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管

理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照。 

※加算（Ⅰ）・・・栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可 

※加算（Ⅱ）・・・栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算

（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能 

 

【算定基準】 

注 18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスク

リーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回

につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所

以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

 （１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 単位／回 

 （２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位／回 

 

※厚生労働大臣が定める基準 十九の二 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者
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の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合

にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供して

いること。 

（２） 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養

状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報

を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

（３） 通所介護費等算定方法第１号、第２号、第６号、第１１号及び第２０号に規定する基準のい

ずにも該当しないこと。 

（４） 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

① 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善

サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であるこ

と。 

② 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又

は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（ １） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① イ（１）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の

算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した

日の属する月であること。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① イ（２）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月ではないこと。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

 

【算定基準留意事項】(18) 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スク

リーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべ

きものであること。ただし、大臣基準第 19 号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スクリー
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ニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定す

ることができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次

に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者  

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリ

ストのＮｏ．11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定する

こととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニ

ングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスの提供が必要と判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加

算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

 

１１） 口腔機能向上加算  

※令和３年３月 16 日厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理

の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照 

 

【算定基準】 

注 16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機

能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を

目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練

の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以

下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、

当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から３月
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ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き

行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 

 （１）口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 単位 

 （２）口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 三十 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

（２） 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成してい

ること。 

（３） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔

機能向上サービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注１６

に規定 する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行っているとともに、利用者の口腔機

能を定期 的に記録していること。 

（４） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

（５） 通所介護費等算定方法第２号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能

向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。 

 

【算定基準留意事項】(19) 口腔機能向上加算について 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、

口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外

に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の３項目のうち、２項目以上が

「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に

応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切

な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいず

れかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。 
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イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、

介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を

行っていない場合。 

⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、

摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理

指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービ

スの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、

口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口

腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があ

れば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月

ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員

や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第 105 条において準用する第 19 条に規定するサービスの提供の記録に

おいて利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利

用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために

利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語

聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持

の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下するおそれのある者 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図る

ため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能

改善管理指導計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価

（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイ

クル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、

国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 
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１２） 科学的介護推進体制加算   40 単位／月 

 

【算定基準】 

注 20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハ

ビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介

護推進体制加算として、１月につき 40 単位を所定単位数に加算する。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に

係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供

に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するた

めに必要な情報を活用していること。 

 

【算定基準留意事項】(22) 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注 20 に掲げる

要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等

については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行

（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質

の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、

具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだ

けでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービ

ス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性

やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質

の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 
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１３）移行支援加算     12 単位／日 

 

【算定基準】二 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リ

ハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等を支援

した場合は、移行支援加算として、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の末

日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

19 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間 

移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間（厚生労働大臣 

が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年

１２月までの期間） 

 

※厚生労働大臣が定める基準 三十二 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者（以下「通所リハビ

リテーション終了者」という。）のうち、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定

介護予防通所リハビリテーションを除く。）を実施した者の占める割合が 100 分の 3 を超えてい

ること。 

(2) 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 日以降

44 日以内に、通所リハビリテーション従業者（指定居宅サービス等基準第 111 条第 1 項に規定

する通所リハビリテーション従業者をいう。）が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該

通所リハビリテーション終了者の実施状況を確認し、記録していること。 

ロ 12 を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が 100 分

の 27 以上であること。 

ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリ

ハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 

【算定基準留意事項】(27) 移行支援加算について 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参

加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所

介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。）に移行

させるものであること。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定通所リ

ハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。 

③ 大臣基準告示第 13 号イ(1)の基準において、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及
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び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。）を実施した者の占める割合及び基準第 13 号

ロにおいて、12 月を指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数

については、小数点第３位以下は切り上げること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ（ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ）当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

（ⅱ）（当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計+当該事業所における評価対象期間

の新規終了者数の合計）÷２ 

ロ イ（ⅰ）における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又

は死亡した者を含むものである。 

ハ イ（ⅰ）における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する通所

リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

ニ イ（ⅱ）における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する通所リ

ハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、12 月以上の期間

を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ イ（ⅱ）における新規終了者数とは、表か対象期間に当該事業所の提供する通所リハビリテー

ションの利用を終了した者の数をいう。 

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定通所リハビリテーション事業所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、通所リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活

用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又

は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑

な移行を推進するため、指定訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリ

テーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介

護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認

知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２―１及び２－２－２のリハビリテーション

計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密

着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機

能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の

事業所への情報提供に際しては、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希望、家族

の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜

粋し、提供することで差し支えない。 
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令和 3 年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.2）（令和 3 年 3 月 23 日） 

【問 12】 移行支援加算に係る解釈通知における、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利

用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 

【答】 

・移行支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行する等指

標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。 

・そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。 

このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりである。 

  

（通所リハビリテーションは≧27％） 

 

・この平均利用月数を算出する際に用いる、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利用者ご

との利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対象期間に

おけるサービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延月数）を合計するものである。なお、評

価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。 

（評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数のイメージ） 

 

 ※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（平成 28 年３月 18 日）の修正。 

 

【問 17】移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用して

いる利用者が、訪問（通所）リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場

合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 

【答】貴見の通りである。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 89 の修正。 
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【問 18】移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所におい

て、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 

【答】同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 90 の修正。 

 

【問 20】 移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションか

ら通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象

とすることができるのか。 

【答】移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 

日以降 44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対し

て、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、３月以

上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とす

ることができる。 

※平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 13 の修正。 

 

【問 21】 移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行

支援や就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。 

【答】よい。 

※平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 57 の修正。 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日） 

【問 14】 移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を

終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者

も含まれるのか。 

【答】移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了

した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開

していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。なお、終了後

に３月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の

利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再開した

場合でも、終了した者として取り扱う。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.6）（平成 30 年８月６日）問 1 は削除する。 

 

【問 66】 移行支援加算は、同加算を算定 する年度の初日の属する年の前年の１月から 12 月

（基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年 12 月までの期

間）において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和３年４

月から令和４年３月においては、従前（令和３年度介護報酬改定以前）の基準に基づいて算定

を行っても差し支えないか。 
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【答】令和３年３月時点ですでに同加算を算定している事業所においては、令和３年４月から

令和４年３月に限り、令和２年１月から 12 月の実績については従前（令和３年度介護報酬改

定以前）の基準に 基づいて算定する。 

※ 平成 18 年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol1）（平成 18 年 3 月 22 日）問 18、問 19、問 21 は削

除する。 

※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 24 年 3 月 30 日）問 14 は削除する。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 27 年 4 月 1 日）問 103 は削除する。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 27 年 4 月 30 日）問 22、問 23 は削

除する。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）（平成 27 年 6 月 1 日）問 2 は削除する。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.4）（平成 27 年 7 月 31 日）問 2、問 3、問 4 

は削除 

する。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 30 年 3 月 28 日）問 1 は削除する。 

※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）（平成 30 年 4 月 13 日）問 3 は削除する。 

 

 

１４） サービス提供体制強化加算   

 

【算定基準】ホ 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リ

ハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 三十三 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

① 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 

分の 70 以上であること。 

② 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士 

 の占める割合が 100 分の 25 以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
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ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100

分 の 50 以上であること。 

⑵ イ⑵に該当するものであること。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

① 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 

分の 40 以上であること。 

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数 7 年以上の 

者の占める割合が 100 分の 30 以上であること。 

⑵ イ(2)に該当するものであること。 

 

 

【算定基準留意事項】(28) サービス提供体制強化加算について 

①訪問入浴介護と同様であるので 3(9)④から⑧までを参照されたい。 

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、１時間以上２時

間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含むものとすること。 

３(9) サービス提供体制強化加算について 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を

用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再

開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算

出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につい

ては、４月目以降届出が可能となるものであること。 なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若

しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又

は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録す
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るものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければな

らない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計

算も一体的に行うこととする。 

 

令和３年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.３)（令和 3 年 3 月 26 日) 

【問 126】｢10 年以上介護福祉士が 30％｣という最上位区分の要件について、勤続年数はどの

ように計算するのか。 

【答】 

・サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合を要

件としたものであり、 

－ 介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

 － 同一法人等（※）における異なるサービス事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接

処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更が

ないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、

職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の

「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。 

※ 平成 21 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）（平成 21 年３月 23 日）問５は削除する。 
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＜３＞介護予防通所リハビリテーション 

 

１） 算定基準 

【算定基準留意事項】⑴ 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防通所リハビリテーションの

実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当

該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、

やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用

者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

②①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見

直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテー

ションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定介護予防

通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指

定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、法

第 115 条の 45 第１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他指定介護予防サービスの併

用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。 

⑤ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、

当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以

内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努める。 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第 117 条第１項に

規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下この号及び第 110 号におい

て同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第 115 条

の 45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防サービスに該当する事業

に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情

報を伝達する。 

 

２）長期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化 

【算定基準】 

注８ 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起

算して 12 月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、１月につき次に掲げ

る単位数を所定単位数から減算する。 
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⑴ 要支援１ 20 単位 

⑵ 要支援２ 40 単位 

 

【算定基準留意事項】⑶ 注８の取扱いについて 

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、指定介護予防通所リハビ

リテーション費から要支援１の場合 20 単位、要支援２の場合 40 単位減算する。なお、入院に

よる中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。ま

た、本取扱いについては、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から適用されるもので

あること。 

 

３）生活行為向上リハビリテーション実施加算 

開始月から起算して６月以内の期間に行われた場合：562 単位/月 

 

【算定基準】 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、生活行

為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリ

ハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的

に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実

施加算として、リハビリテーション実施ビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通所リハ

ビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき

５６２単位を所定単位数に加算する。 

 

※厚生労働大臣の定める基準 百六の六 

介護予防通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算 

次のいずれにも適合すること。 

イ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行

為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されているこ

と。 

ロ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻

度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リ

ハビリテーションを提供すること。 

ハ 当該計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施期間中に指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を終了した日前一月以内にリハビリテーション会議を開催し、リハビリテ

ーションの目標の達成状況を報告すること。 

ニ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第 117 条第 1 項

に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の医師又は医師の指
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示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に

関する評価をおおむね 1 月に 1 回以上実施すること。 

 

【算定基準留意事項】６(２) 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入

浴、調理、買物、趣味活動等の行為をいう。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション（以下「生活行為向上リ

ハビリテーション」という。）は、加齢や廃用症候群等により生活機能の一つである活動をするた

めの機能が低下した利用者に対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための

目標と当該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を生活行為向上

リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施するものである。 

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画

の作成や、当該リハビリテーションの目標の達成状況の報告については、大臣基準告示第 106 の

６号イによって配置された者が行うことが想定されている。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨について説明した

上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能と

することを見据えた目標や実施内容を設定する。 

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族においても、生活行

為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実

践していくことが望ましい。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利

用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を

行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、

リハビリテーションを実施することはできない。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.5）（令和 3 年 4 月 9 日） 

【問６】 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく

指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から６月以内の場合に算定可能と

されているが、再度同加算を算定することは可能か。 

【答】疾病等により生活機能が低下（通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較し

て、ＡＤＬの評価である Barthel Index 又はＩＡＤＬの評価である FrenchayActivities 

Index の値が低下したものに限る。）し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテ

ーションの 必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビ

リテーションの利用を開始した場合は、新たに６月以内の算定が可能である。 
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４）栄養アセスメント加算   50 単位／月 

※通所リハビリテーションの栄養アセスメント加算を参照。 

 

５）栄養改善加算   200 単位／月 

※通所リハビリテーションの栄養改善加算を参照。 

 

６）口腔・栄養スクリーニング加算  

※令和３年３月 16 日厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理

の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照。 

 

【算定基準】ホ 口腔・栄養スクリーニング加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業

者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態

のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニン

グ加算を算定している場合にあっては算定しない。 

 （１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 単位 

 （２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位 

 

※厚生労働大臣の定める基準 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合に

あっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい

ること。 

⑵ 利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑶ 通所介護費等算定方法第 16 号及び 23 号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

① 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス

複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービ

スが終了した日の属する月であること。 
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② 当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向

上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である

こと。 

 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若し

くは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは

当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算

定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月ではないこと。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加

算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算

定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月であること。 

 

【算定基準留意事項】 

⑻ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリリーニング（以下「栄養ス

クリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべ

きものであること。ただし、大臣基準第 19 号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スクリー

ニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定す

ることができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次

に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 
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ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリス

トの No.11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定する

こととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニ

ングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄

養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向

上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だ

と判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算、口腔機能向上

加算又は選択的サービス複数実施加算を算定できること。 

 

 

７）口腔機能向上加算 

【算定基準】へ 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能

が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目

的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以

下この注及びトにおいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１） 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 単位 

 （２） 口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 単位 

 

※通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算を参照。 

 

８）科学的介護推進体制加算     40 単位／月 

※通所リハビリテーションにおける科学的介護推進体制加算を参照 
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９）サービス提供体制強化加算  

 

 

※通所リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 [厚生労働省ホームページ掲載資料]    

厚生労働省ホームページ掲載先 ： ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 >  福祉・介護 

> 介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 令和３年度介護報酬改定について  

・「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」（老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号 令和３

年３月１６日）  

・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号） 

 

加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

介護予防通所リハ

ビリテーション

以下のいずれかに該当すること

①介護福祉士70%以上

②勤続10年以上介護福祉士25%以上

介護福祉士50%以上

以下いずれかに該当すること。

①介護福祉士40%以上

②勤続7年以上30%以上

要支援１

　Ⅰ　88単位／月

　Ⅱ　72単位／月

　Ⅲ　24単位／月

要支援２

　Ⅰ　176単位／月

　Ⅱ　144単位／月

　Ⅲ　48単位／月

資格・勤続年数要件
単位数


